
   久喜市自治行政運営要綱の一部を改正する告示 

 久喜市自治行政運営要綱（平成２２年久喜市告示第１９４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表鷲宮第５６区の項中「桜田２丁目南」を「桜田２丁目レーベン」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 


